
 

3-2-4 施工計画 

3-2-4-1 施工方針 

（1）プロジェクト実施プロセスと実施体制 

本プロジェクトの協力内容は表 3.2.1 に記載した通りであり、①モスクワ町とメハナタバッド・ジャモア

ットのグロボッド村とナヴァバッド村を対象とした給水施設の改修と建設と②給水施設の維持管理と運

営能力の強化に資するソフトコンポーネント方式による技術支援および③｢タ｣国側負担工事から構成

される。これらのうち、①、②は日本が実施する無償資金協力の対象であり、③は日本側が実施する

事業実施の進捗に合わせて｢タ｣国側が自己資金で実施する。 

事業実施のプロセスは、日本政府による審査・承認後、事業実施に関する交換公文（E/N）が日本

政府と「タ」国政府間で、さらに資金協力に関する贈与契約が JICA と「タ」政府とで締結される。その

後、日本のコンサルタントと「タ」国側実施機関である給水センターとの間でコンサルタント業務契約が

結ばれる。コンサルタント業務は実施設計段階と建設段階に大別される。 

実施設計段階では、現地調査、詳細設計、入札図書作成、施設建設にかかる入札代行業務をお

こなう。建設段階では本邦業者が実施する建設工事の施工監理、「タ」国側実施機関が実施する責

任工事の施工監理、ソフトコンポーネント方式による技術支援等を実施する。 

施設建設を担当する業者は日本でおこなう入札により選定される。実施機関との契約締結後、建

設業者は、契約後、施工計画の策定、建設資材の調達、準備作業を経て工事に着手する。 

「タ」国側は E/N、贈与契約の締結後、銀行取極め（B/A）、資材搬入に必要な関税・国内税の免除

及び工事実施の許可の取得等に対する措置をとるとともに、対象地域の郡評議会や州政府内の関連

部署との連携を図ることが必要とされる。以上を踏まえた事業実施の体制は、図 3.2.5 の通りである。 

図 3.2.5 事業実施体制 
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（2）施設建設工事の方針 

本プロジェクトにおいて、計画された給水施設を円滑に十分な精度を有して建設することはもとより、

建設される施設と調達機材が｢タ｣国側によって有効に使用されることに留意する。 

施設建設の実施方針は以下の通りとする。 

1) ｢タ｣国内には民間及び公営企業を含め、水道施設の建設を実施する会社が存在している。本

プロジェクトにおいて計画された給水施設は従来｢タ｣国にて建設されてきたものと同様の形式

であり、｢タ｣国の建設会社で対応が可能なものである。よって、本プロジェクトの施設建設方法

は、日本建設業者の責任の下、｢タ｣国内の業者を活用することを基本とした。 

2) 本邦業者の要員計画は、工事量に基づき、｢タ｣国内業者の利用を考慮して以下の通りとする。 

①所長 （1 名） 

給水施設建設工事の責任者として工事全般を常駐管理する。所長は常に実施機関と連絡

を取り、工事の進捗状況を的確に把握し、工事や各種作業を円滑に遂行する。 

②土木技師（1 名） 

建設工事の副責任者として所長を補佐するとともに、給水施設工事の施工を実施する。 

③事務主任 （1 名） 

所長を補佐し、工事の事務、経理、資材の出庫業務等の事務管理、「タ」国関係諸機関との

連絡、調整等、事業が円滑に進捗するよう業務管理を行う。 

④技能工 

 現地において適切な技能と経験を有した技能工の調達が困難な分野であるため、以下の日

本人技能工を派遣する。 

・配管工(1 名)：輻輳する配管敷設工事の作業指導、監理を円滑に実施する。 

・設備機械工（1 名）：水中ポンプ及び発電機及び取水場内の電気設備の据付、試運転調整

を実施する。 

 

3-2-4-2 施工上の留意事項 

（1）施設建設上の留意事項 

「タ」国における施工上の留意事項は、基本設計時点と同様であるが、事業化調査において特記し

ておくべき留意事項は以下の通りである。 

1） 治安状況に対する配慮 

プロジェクトサイトのハマドニ地区はアフガン国境に接しており、「タ」国警備隊によって警戒態勢

が布かれているため、サイト内での治安の不安要因は小さい。しかしながら、最近、反政府勢力と

国軍との武力衝突事件が発生してきているため、ハマドニ地区の情勢不安が高まってきている。ド

シャンベからハマドニ地区へのアクセス道路は大きく 2 ルートがあるが、そうち東側ルートは、反政

府勢力の拠点の近くを通過しているため、現状では通行を差し控えている。事態は沈静化するもの
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と期待されるが、国際テロ組織による関与も懸念されているため、十分な警戒が必要となる。したが

って、治安情勢には十分配慮し、「タ」国側責任機関、実施機関との連絡体制を確立し、緊急時の

避難ルートの指定、大使館、JICA の指示に従って、迅速に避難、撤収できる体制を構築する必要

がある。 

 

2）環境社会配慮モニタリングの実施 

「2.2.4 環境境配慮」に記述した通り、本事業の実施に際しては「タ」国政府環境保護委員会によ

って、環境社会配慮に関する 5 項目のモニタリングの実施が条件づけられている。このうち、掘削土

砂や廃棄物の廃棄、工事中の交通規制に関しては、施工業者側に対し、確実に実施することが求

められる。実施機関の指示・了解に基づき、クリャブ市の環境保護検査局及びモスクワ町の環境保

護部にて事前了解を得る必要がある。 

 

（2）建設資材の輸送上の留意点 

建設資機材の調達が円滑に実施されるために、製造期間、品質の管理、輸送仕様に適した梱包方

法、通関手続きの促進等のほか、「タ」国へ持ち込む建設用資機材の輸送ルートの選定に留意する必

要がある。 

 従来、「タ」国への貨物輸送は、ウズベキスタンを経由する鉄道が一般的であったが、2010 年 1 月に

「タ」国政府がログン・ダム建設1）の再開を表明したことにより、ウズベキスタン国政府は建設再開に反

対を表明し、「タ」国向け貨物を国境に近いテルメズ駅で一方的に止めてしまった。貨物停滞措置は

約半年間続き、その後、ダム建設関連資材を除き解除するとの情報があり、7月には一旦解除された。

しかし、その後も断続的に停止されている模様であり、「タ」国側ではなす術がない状況に陥っている。

この影響で、日本が実施している道路案件において輸入資材が遅れたため、イラン経由に切り替える

などし、工期的、資金的にも困難な事態に陥った経緯がある。事態の原因となったダム建設は、世銀

の関与により、近々本格的調査が開始される予定である。したがって、今後もウズベキスタン側は恣意

的に列車の停止措置を実施する可能性が高く、工事工期へ影響することが懸念されるため、代替ル

ートとして実績のあるイラン経由のトラック輸送を含めて検討することとする。 

 

                                                        
1） 旧ソ連時代にヴァーシ川中流で建設に着手され、ソ連崩壊と伴に中断した国内最大級のダムである。ヴァーシ川は国

内でピアンジ川に合流し、その下流はウズベキスタン国に入り、アムダレ川と名称を変え、農業用水や生活用水として広範

囲に利用されながら、アラル海へ流下している。ウズベキスタン国政府は、ダム建設により河川水量の減少を危惧し、建設

再開に強く反対している。 
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3-2-4-3 施工区分 

本プロジェクトの実施区分は以下の通りである。 

表 3.2.11 プロジェクトの実施区分 

日本国側の負担 「タ」国側の負担 

モスクワ町の給水施設建設 

グロボッド村、ナヴァバッド村の給水施設建設

給水施設の運営・維持管理業務の向上のた

めの支援 

 

給水施設建設用地の確保、整地 

工事用アクセス道路の建設 

施設敷地へのフェンス、防護柵、門扉等の設置 

ケンジャ・アブドル井戸への送電線（10,000V）

750m の引き込み（2010 年完成） 

各戸給水管の引き込み工事、蛇口の修復、設置 

カウンターパートとなる技術員や職員の確保 

関係機関からの工事認可の取得と調整 

ハマドニ地区村落給水改善事業の自主的遂行 

水の有効使用に関する受益住民への啓蒙、教育

活動 

輸入手続、輸入税と国内税の免除手続き 

機材の整備工と管理者の確保 

工事に伴う車両通行に対する安全確保と住民へ

の説明・広報 

建設された施設と調達機材の適切且つ効果的な

使用、維持管理 

 

 

3-2-4-4 施工監理計画 

（1） 施工監理業務の留意点 

コンサルタントは本プロジェクトを実施する上で、以下の事項に留意する。 

「タ」国と日本国の政府間で締結される交換公文（E/N）、JICA と締結される贈与契約の内容に

従う。 

「タ」国政府側の負担事項の内容を確認し、日本側の実施工程との調整を行う。 

「タ」国側の責任業務である通関や免税措置等の手続きを再確認し、工期に影響を及ぼさない

ように実施機関と協議する。 

対象地域の文化や宗教的背景を理解し、計画実施に関し住民の理解を得る。 

（2）業務内容 

本プロジェクトにおいてコンサルタントが行う業務内容の概要を以下に示す。 

【実施設計段階】 

①現地調査 

気象、地形・地質、建設資材、労務、施工方法等実施設計に必要な諸条件の再確認 
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｢タ｣国側負担工事の予算措置や進捗状況の確認 

事業化調査後の状況確認 

井戸や高架タンクなどの建設予定地の確認 

②実施設計 

実施設計図作成 

事業費見直し 

施工計画立案 

③入札業務 

入札図書作成 

入札資格公示と審査 

入札代行、入札結果評価および業者契約締結に対する補助業務 

【建設段階】 

「タ」国側実施機関への工事進捗報告 

日本側業者が実施する施設建設の施工監理 

ソフトコンポーネント方式による技術支援の実施 

【瑕疵検査：工事完了後 1 年】 

施設の不備や機材の不具合などの確認と適切な修復方法を策定 

水道施設の運営状況と経営状況の確認と改善策の提言 

JICA への結果報告 

（3）コンサルタント業務担当者 

本業務の業務担当者は以下の通りである。 

【実施設計段階】 

業務主任 ：実施設計の進捗管理と｢タ｣国側負担工事の実施促進、 

施工計画/積算 ：基本設計時積算の見直し及び変更に伴う積算調整 

入札図書作成  ：技術仕様書を含む入札用図書の作成 

【建設段階】 

施工監理技術者 ：プロジェクト全体の監理と給水施設工事のスポット管理 

常駐施工管理者 ：給水施設工事の常駐施工監理 

機械設備技術者 ：設備の据え付けに関するスポット管理 

【瑕疵検査】 

施工監理技術者 ：施設の瑕疵検査、運営管理状況の把握、評価並びに提言 
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3-2-4-5 品質管理計画 

工事用資材および建設物の品質については、品質管理計画書を作成し、品質検査を実施するものと

する。品質検査の頻度、検査個所については JIS、建築基準などによるものとする。品質管理の主な対象

は材料、土工事、コンクリート工事などである。 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

本プロジェクトで調達が予定される資機材の調達先はプロジェクトのコスト縮減及びスペアパーツ調達

等の維持監理の容易さを考慮し、以下の方針に基づき計画する。資機材の調達先は表 3.2.12 に示す通

り予定する。 

① 「タ」国内市場で流通している変圧器、ケーブル、鉄筋、セメント等は出来る限りこれを選定する。 

② 「タ」国の市場では、機械製品のほか、鉄筋、鋼製部材（H 鋼、各種型鋼）等はロシア、EU、アジ

ア諸国の製品が流通しているため、日本、ロシア、EU などの主要な国際規格に準拠した製品を

採用する。 

③ 輸入品については、代理店が無いため安定的な調達が難しく、流通量も少ない。そのため、納

入時期の確実性が担保できない場合には、本邦製品を優先する。 

④ 「タ」国の市場での調達が困難な製品/機材は、価格、納入時期、スペアパーツの入手難易性等

の調査を行ない、本邦製品か第 3 国製品を選定する。 

表 3.2.12 資機材の調達先 

調達先 
資機材 

日本国 「タ」国 第３国 

井戸ポンプ ○  ◎ 

配管材、弁類 ◎   

トランス、照明器具、電線資材  ◎  

鉄筋、鋼材  ◎ ○ 

 セメント、コンクリートブロック等  ◎  

骨材、砂等  ◎  

工事用機材 ○ ◎  

 

3-2-4-7 初期操作指導計画 

日本側の協力により完成される給水施設の操作指導は、本邦業者が実施する試運転調整時に合わせ、

ボドカナルの担当者を作業に参加させ、OJT により実施する。なお、取水場施設は従来から使用されて

いるシステムを踏襲しているため、設備操作におけるボドカナル側の困難はないと想定される。そのため、

初期操作指導においては、各設備の維持・補修に関する技術的な指導を重点的に実施するものとする。 
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3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

(1) 背景 

本プロジェクトによって建設される給水施設はボドカナルに移管され、ボドカナルが施設の運営・維持

管理を担当する。現在、ボドカナルは、モスクワ町において給水施設の運営・維持管理を行っているが、

施設の故障や機能低下により給水率は 52％に留まり、ユーザーに対して十分な給水サービスを提供で

きていない。ボドカナルは一般世帯、政府機関、企業等のユーザーから水道料金を徴収し、これを原資

として給水事業を行っているが、ユーザー側の水道料金の支払い意識は低く、給水を受けている住民

の支払い率は 80％程度に留まっていると推定される。また、政府機関や企業などの大口ユーザーもし

ばしば料金を滞納し、2007 年 1 月現在、その額は約 33,800 ソモニに達している。これらの結果、ボドカ

ナルは施設の維持管理に十分な予算を確保出来ないという悪循環に陥っている。 

給水地域では、住民側の水質・水量に対する要求は高いものの、各戸給水栓や共同水栓では、蛇

口が破損し水の垂れ流しが多く見られ、適切な水利用についての意識は低い。非効率な水使用は水

圧の低下、給水量や給水エリアの縮小をまねき、水道料金収入減少の原因にもなっている。本プロジェ

クト完了後は 24 時間給水となるため、このような状態を放置すれば、無駄な水量と電気コストの増加が

大きなものとなる。一方、配水管が新設される地域においては、新たなユーザーの創出が期待されるが、

引き込み管の費用分担や水道料金の徴収、無駄の無い水使用の方法など、住民との対話を通して十

分な理解を得ることが不可欠である。従って、ボドカナルは効率的な水使用や水道料金、その徴収方

法などに関し、積極的なユーザーへの働きかけを実施する必要性があるが、これまでそのような活動に

取り組んだ経験が少ない。 

メハナタバッド・ジャモアットの 2 村落においては、給水施設を建設し、水供給が開始される。2 村落で

は共同水栓による給水方式である。村落の住民は給水事業に対する支払い意志は高いが、これまで料

金を支払ってきた経験がないため、水使用の方法を含め住民に対する十分な働きかけが不可欠であ

る。 

以上の背景から、ボドカナルに対する給水施設の運営・維持管理能力の向上にかかる技術支援をソ

フトコンポーネントとして実施することが妥当であると判断する。 

(2) 目標 

上記の背景を踏まえ、本ソフトコンポーネントにおいては、ボドカナルが給水施設を適切に運営・維

持管理し、対象地区における給水事業を持続的に実施できるようになることを目標とする。 

(3) 成果 

本プロジェクトにより、モスクワ町と 2 村の給水施設が改修・拡張され、給水人口も大幅に増加する。

従って、給水施設の運営・維持管理の支援においては、まずボドカナルの活動、人員、予算を計画する

必要がある。同計画に則って運営・維持管理を行う上で、キーとなる 3 つの活動：集金率向上、ユーザ

ーの増加、節水に係る実質的（数値的）な向上を成果とする。 
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ボドカナルは、長年にわたりモスクワ町の給水施設を運営・維持管理してきており、基本的な給水施

設の補修については経験と実績がある。従って、運営・維持管理の技術的側面は、一応対応可能な体

制にあるため、主として営業面・財務面の改善を課題とする。ただし、既存配水管からの漏水を減少さ

せ、給水の有効率を改善するため、本プロジェクトで供与する配水管維持管理用機材の利用計画を策

定し、工事の実施と成果を確認する。 

以上より、本ソフトコンポーネントの成果は以下の通りである。 

① 給水サービスの活動内容が定められ、人員・予算計画に則り各部署の活動が活性化される。 

② 水道料金徴収率が向上する。 

③ ユーザーが増加する。 

④ 水栓が適切に使用・維持管理され、水が効率的に使用される。 

⑤ 配水管の維持補修が定常的にできるようになる。 

(4) 成果達成度の確認方法 

 ソフトコンポーネントの担当者は、指導・支援に関する成果の達成度を支援項目ごとの活動終了時に確

認し、その結果を取りまとめた「ソフトコンポーネント完了報告書」を作成し、相手国政府関係及び実施機

関に提出する。また、ソフトコンポーネントの活動終了後、ソフトコンポーネント全体の成果達成度を確認・

評価し、「ソフトコンポーネント完了報告書（和文）」を活動の成果品とともに貴機構へ提出する。 

表 3.2.13 ソフトコンポーネントによる成果と達成度の確認項目 

直接的成果 成果達成度の確認項目 
1. 給水サービスの活動

内容が定められ、人員・
予算計画に則り各部署
の活動が活性化される 

以下の内容を含む運営・維持管理計画が策定される。 
・ 予算計画 
・ 料金徴収率向上計画（地域毎の集金目標額・目標率など） 
・ ユーザー増加計画（地域毎の登録ユーザー目標数、新規水栓設置料金とコ

ストなど）  
・ 人員配置計画  
・ 村落部給水サービスの実施計画と運営・維持管理計画 
・ 配水管維持管理計画 

2.料金徴収率が向上する ・ 予算計画に基づいた料金徴収率向上アクションプランが作成される 
・ 上記プランを実施するために必要な知識と技術が担当職員に備わる 
・ パイロット地域の徴収率が向上する 

3.ユーザーが増加する ・ ユーザー増加アクションプランが作成される 
・ 上記プランを実施するために必要な知識と技術が担当職員に備わる 
・ パイロット地域のユーザーが増加する 

4.ユーザーによって水栓
が適切に使用・維持管
理され、水が効率的に
使用される 

・ ユーザーによる水栓と水の適正使用のためのアクションプランが作成される 
・ 上記プランを実施するために必要な知識と技術が担当職員に備わる 
・ パイロット地域のユーザーが水栓を適切に使用・維持管理し、水を効率的に

使用するようになる 
5. 配水管の維持補修が

定常的にできるようにな
る 

・ 配水管維持管理計画に基づいた同アクションプランが作成される 
・ 配水管の補修記録フォームが作成される。 
・ 供与機材の管理台帳（補修歴を含む）が作成される。 
・ 担当職員により配水管維持管理工事が遂行される 
・ 供与機材の点検、補修・管理が実施される 

 

3-59



 

（5）活動（投入計画） 

本分野の指導は邦人コンサルタントを 3 回派遣することによって実施する。第 1 次派遣において、運

営・維持管計画を策定する。この計画書には、改修・拡張された給水施設の運営・維持管理に必要な

人員配置計画も含まれ、これに則りボドカナルは第 2 次派遣までに人員を配置する必要がある。これを

受けて、第 2 次派遣では成果 2～5 に関わる職員に対する意識改革、キャパシティ開発を行い、成果 2

～5 を達成するための具体的なアクションプランを作成した上で、同プランに沿った業務の監督・指導を

行う。第 3 次派遣では成果 1～5 の達成状況をモニタリングし、課題を把握し改善点を抽出した上で、

成果 1～5 で作成した運営・維持管理計画、各種アクションプランを改定する。 

各アクションプランには以下の内容を盛り込む。 

・ 料金徴収率向上アクションプラン 

 加入者（各戸給水栓、共同水栓、家族構成等）台帳の改定、料金徴収マニュアル、不払い者に

対する督促手順、罰則規定、地区別集金目標、徴収率の向上目標設定 

・ ユーザー増加アクションプラン 

 未加入者への勧誘（既存給水区域内、新規給水拡張区域）、各戸給水栓の接続費用の分割支

払い方式案、 

・ 水の適正使用のためのアクションプラン 

 水の無駄使い撲滅キャンペーン計画、ワークショップ開催計画、盗水・不法接続の罰則規定、従

量式水道料金への転換方策、予算計画 

・ 配水管維持管理アクションプラン 

 漏水ヶ所の情報収集手順、漏水箇所補修手順、配水管更新重点地区、配水管補修年次計画、

予算計画 

 (6) 実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントを本プロジェクトに沿って実施できるだけの技術力、マネジメント力を兼ね備え

たローカルコンサルタントや NGOs は、「タ」国では手配できない。従って、本業務は、途上国における

都市型給水事業を十分理解した邦人コンサルタント 1 名による直接支援型とする。「タ」国で使用される

言語がタジク語およびロシア語であるため、両言語と英語に通じた現地補助員 1 名を傭上する。 

この他、リソースパーソンとして他の地域の上下水道公社職員があげられる。他の公社の事業手法やノ

ウハウを学び、意識改革や新しい知識の修得を通したボドカナル職員のキャパシティ開発を目的として

いる。そのため、他の 3 上下水道公社からそれぞれ 2 名の職員を招聘し、ボドカナルの職員とのグルー

プミーティングおよびワークショップを計画する。招聘するリソースパーソンとしては、積極的な水道メー

ターの導入により水の有効利用率の向上を図ったり、マスメディアを活用した節水啓発活動を行うなど、

様々な新しい取り組みを展開しているパンジャケント町やホジェンド市などの上下水道公社を想定する

が、最終的にはボドカナル側と調整し、決定する。 
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(7) 実施工程 

ソフトコンポーネントの実施に要する期間は図 3.2.6 に示す通り、給水施設の運営・維持管理分野で

は、国内準備期間 10 日、第 1 次派遣 30 日、第 2 次派遣 41 日、第 3 次派遣 21 日で合計 102 日間を

予定する。 

図 3.2.6 ソフトコンポーネント実施工程 

 

(8) 成果品 

本ソフトコンポーネントの成果品は下表のとおり。 

表 3.2.14 ソフトコンポーネント成果品 

成果品 
第 1 次派遣 ・運営・維持管理計画 
第 2 次派遣 ・料金徴収率向上アクションプラン 

・ユーザー増加アクションプラン 
・住民啓発アクションプラン 
・配水管維持管理アクションプラン 
・成果 2～5 に関するボドカナル職員の活動記録 

第 3 次派遣 ・成果 1～5 に関する総合評価表 
・（改訂）運営・維持管理計画 
・（改訂）各種アクションプラン 

 

(9) 「タ」国実施機関の責務 

本ソフトコンポーネント実施にあたり、｢タ｣国側が責任を持って遂行しなければならない活動は以下の

通りである。 

・ 邦人コンサルタントと協力し、オーナーシップを持って本活動全体を運営管理する。 

月
日 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

国内作業 10.0

第1次派遣

出国、移動、打合せ、調査準備 6.0
対象エリアに対する給水サービスの運営・維持管理計
画(配管の補修計画を含む)が作成される

21.0

ドシャンベ市へ移動、関係機関への報告・協議 1.0
移動、帰国 2.0 合計日数 30.0

第2次派遣

出国、移動、調査準備、打合せ 5.0
成果2. 集金率が向上する 10.0
成果3. ユーザーが増加する 9.0

成果4.
ユーザーによって水栓が適切に使用・維持管理され、
水が効率的に使用される

10.0

成果5.
配水管の定常的な維持管理が実施され、有効水量が
増加する

4.0

ドシャンベ市へ移動、関係機関への報告・協議 1.0

移動、帰国 2.0 合計日数 41.0

第3次派遣

出国、移動、打合せ、調査準備 4.0

成果6.
成果1～5のまとめ、達成状況の確認、評価と問題点の

抽出、アクションプランの改定等
14.0

ドシャンベ市へ移動、関係機関への報告・協議 1.0
移動、帰国 2.0 合計日数 21.0

1 2活動項目

成果
1.

暦日
数
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・ 邦人コンサルタントに対するカウンターパートを任命し、本活動に従事出来るよう管理する。 

・ 活動に使用する会場、机、椅子、その他の備品を提供する。 

・ モスクワ町、メハナタバッド・ジャモアットの 2 村落の地方政府と必要な連絡、協力を行う。 

・ 関連機関と必要な連絡、協力を行う。 

・ 運営・維持管理に必要な人員を、第 1 次派遣で作成する計画に則り、第 2 次派遣までに配置する。 

・ 意見交換のため、他の地域の上下水道公社から必要数の職員を招聘する。 

・ 邦人コンサルタントが不在となる期間は、計画に則り活動を実施し、その進捗をモニタリングする。 

 

3-2-4-9 実施工程 

 本プロジェクトは単年度案件として実施され、実施工程は図 3.2.7 に示す通り、両国政府による E/N 及び

JICA との贈与契約締結後、詳細設計および入札業務に 5.5 ヶ月を予定する。モスクワ町とグロボット、ナ

ヴァバッド村の給水施設建設に 16.0 ヶ月を予定し、全体で 24 ヶ月の工期を見込んでいる。ソフトコンポー

ネントには通算で 3.4 ヶ月を予定する。 

 
月 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

詳
細
設
計 

                        

施
設
建
設 

                        

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン

ト 

                        

図 3.2.7 プロジェクト実施工程 

(現地調査）

(入札図書作成）

計 5.5 ヶ月

(入札図書承認・入札準備）

(入札業務・評価・業者契約等）

(送配水管敷設・舗装工） 

(高架水槽・建築・ポンプ・消毒設備・電気設備等設置）

(準備工・資材調達）

計：16.0 ヶ月

(検査・引渡し）

計：3.4 ヶ月

(評価・勧告等）

(維持管理アクションプラン策定等）(現状把握・計画策定)

(取水施設試運転・調整） 

(国内準備）
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3-3 ｢タ｣国側の分担事業の概要 

本プロジェクトにおいて、日本側はモスクワ町の給水施設の改修およびメハナタバッド・ジャモアットの

グロボッド村とナヴァバッド村の給水施設の建設を実施する。また、ソフトコンポーネントにより、給水施設

の運営・維持管理を担当するボドカナルに対する運営・維持管理能力の向上のための指導をおこなう。 

一方、「タ」国側は日本側の実施工程に併せて、各種手続きや関連工事を実施する必要がある。本プ

ロジェクトの進捗に伴い、「タ」国側が実施すべき負担事項は表 3.3.1 に示すとおりである。 

表 3.3.1 プロジェクト実施に関連する「タ」国側の負担事項 

項目 「タ」国側の負担事項 

1. 一般 銀行取引のための銀行手数料の負担 
プロジェクトのために輸入される資機材に関する陸揚げ港における積み下

ろし、通関にかかる手続きの迅速な実施 
プロジェクト実施のため調達された製品やサービスに関する関税、内国税、

VAT 等の免税及びそのための必要な措置 

プロジェクトの実施に携わる日本人の出入国や滞在等のための査証等の取

得にかかる便宜供与 

プロジェクト実施に関わる活動に対する安全の確保 

 

2. 給水施設建設工事 カウンターパート要員の配置 

工事実施に必要な法律手続き、制度上の措置の実施 

日本側が実施する施設建設に対する許可の取得 

施設の建設用地、配管敷設用地の確保及び整地 

施設用地のフェンス等の外構工事 

各戸給水の民地側の引き込み管、バルブの設置 

 

3. ソフトコンポーネント支

援 
指導を受ける担当者の任命 

担当者の活動への参加条件の確保 

使用する会場、机、椅子等の備品の提供 

必要となる機材の燃料費や資材等消耗品の購入の負担 

参加住民への連絡、召集依頼 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運営・維持管理に関する実施体制 

給水センターは本プロジェクトのために新設された機関であり、プロジェクトの実施、施設、機材の運

営・維持管理までのすべての活動の実施機関であり、日本側が実施する協力事業のカウンターパート機

関である。また、日本側の協力事業が完了した後には、｢タ｣国の独自予算により、本プロジェクトで調達さ

れた井戸掘削機材を活用してハマドニ地区の給水改善事業を推進する。また、給水センターの監督機関

である非常事態委員会が本プロジェクトの主管官庁である。一方、日本側が建設する給水施設はハマド

ニ地区のボドカナルに移管され、ボドカナルが給水施設の運転、維持管理を実施する。さらに、両組織を

管轄、支援する政府機関、地方行政府が図 3.4.1 の通り、プロジェクトの遂行にかかわっている。これら組

織による活動概要は以下の通りである。 
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図 3.4.1 プロジェクトの運営・維持管理の実施体制 

・｢タ｣国政府：給水センターの活動の承認、同活動のための予算確保、｢タ｣国側負担工事の予算措

置等を実施する。また、｢タ｣国側の自主工事となるハマドニ地区給水改善事業の予算

を確保する。 

・非常事態委員会：給水センターの監督官庁であり、本プロジェクトの責任機関である。給水センタ

ーの報告、協議に基づき、同センターの活動内容を監督、承認、支援、組織内施設の

供用等を実施する。また、政府内の各部署の調整、協調体制を維持する。 

・ハマドニ地区行政府：給水施設の受益者となる町、ジャモアット住民の自治体。ボドカナルが実施

する給水事業の認可、承認を与えると共に、住民の意見調整、協力への要請等に努

める。 

・住宅都市サービス公社：全国のボドカナルを統括し、各ボドカナルに対し、組織編制、幹部人事権、

水道料金体系等の勧告や施設の技術的支援を実施する。 

・ハトロン州政府：ハマドニ地区行政府を統括する州政府であり、必要に応じ地区行政府を支援す

る。 

 本プロジェクト推進の主要機関である、給水センターとハマドニ地区ボドカナルの活動内容と組織

案を以下に記述する。 

ハマドニ地区上下水道公社
（ボドカナル）
【施設運営の責任組織】

・給水施設の運営・維持管理
・組織編成、人事
・財務管理
・水道料金改定、徴収
・加入者サービス

ハマドニ地区行政府
【プロジェクトの支援機関】

・ボドカナルの活動の承認
・モスクワ町、ジャモアット等
　自治体のまとめ、調整
・用地確保、住民対策

住宅都市サービス公社
（コミューナルサービス）
【ボドカナルの管轄機関】
　
・ボドカナルの組織、人事
・水道料金の承認
・運営に関する指導監督

給水センター
【プロジェクトの実施機関】

・プロジェクトの実施、促進
・施設工事の認可取得
・｢タ｣国側負担工事の実施
・同工事の予算確保
・関係機関との協議、調整
・地下水開発事業の遂行
・調達機材の維持・補修

非常事態委員会
【プロジェクトの主管官庁、
給水センターの監督機関】
　
　・｢タ｣国政府側への調整
　・プロジェクト運営支援
　・関連施設の供用

　・｢タ｣国側工事の予算確保
　・給水センター組織・人事
　・施設運営への財政支援

ハトロン州政府
【ハマドニ地区の行政管轄
機関】
　
　・ハマドニ地区行政府へ
　　の活動支援

｢タ｣国政府

（報告、申請）

（審査、許可、支援）

（報告）　（承認）

（要請)　（指示、
　　　　　　　勧告）

（報告） （監督、承認、
　支援）

（通知、要請）

（許可、協力）

（通知、
　要請）

　（審査、
許可）

　（報告、
申請）

（報告、
申請）

　　（指示、
　承認、
予算執行）

（協力）
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3-4-2 給水センターの運営・維持管理体制計画 

給水センターの組織体制は、「2-1 プロジェクトの実施体制」で記述したとおり、最終的に 34 名体制に

拡充する計画である。給水センターの活動方針は、井戸建設を中心とした給水施設の計画/設計及び井

戸工事の実施であり、井戸以外の施設の建設工事は外注する方針である。そのため、給水センターは図

2.1.3 に示す通り、技術部長の下に、井戸掘削に関連して水利地質技師 2 名、井戸掘削担当 2 チームを、

さらに給水施設の設計・積算部を設けている。首都ドシャンベには、本プロジェクトの責任機関である非常

事態委員会内に本部事務所を構えている。2009 年には機材ヤードをモスクワ町郊外に整備し、本プロジ

ェクトによって調達した機材を保管している。また、同敷地内には現場事務所を整備し、スタッフが常駐し

ている。給水センターの将来計画であるハマドニ地区給水改善事業の実施においては、本機材ヤードに

おいて簡易な機材補修に対応することが出来る体制となっている。さらに、ドシャンベ郊外にある非常事

態委員会のセンター・ワークショップには、旋盤、切断機、溶接機などの機材が設置され、メカニック等の

技能者も数名配置されているため、給水センターで対応できない機材の補修や点検に利用できる協力

体制となっている。 

 

3-4-3 ボドカナルの運営・維持管理体制計画 

（1）組織計画と運営・維持管理計画 

 １）組織計画 

ボドカナルは、本プロジェクトの実施に伴い、図 3.4.2 に示す通り人員を増強し、運営・維持管理体

制を向上させるとしている。 

図 3.4.2 ボドカナルの計画組織（案） 

総員32人
（集金係は含まず）
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ボドカナルは、「2-1 プロジェクトの実施体制」で記述したとおり、モスクワ町に対する給水事業の

実施を通じて、運営・維持管理に関する技術的な知識と能力、料金徴収と財政管理等の体制を維持

してきている。本プロジェクトにおけるモスクワ町の給水施設の計画内容は既存施設の更新と拡張が

主であり、またメハナタバッド・ジャモアットの計画施設も基本的に同様の施設内容であるため、ボドカ

ナルがこれまで蓄積してきた施設の維持管理技術を応用できる。なお、先行プロジェクトで調達した

配水管の維持管理用機材は、ボドカナルによる配管工事の実施体制の強化に資するものである。 

本プロジェクトの中で実施が計画されている、ボドカナルの運営・維持管理に能力の向上に関する

ソフトコンポーネントを通じて、ボドカナルの組織編制と予算計画等を含む新たな活動計画を作成す

る方針である。 

2) 財務計画 

 現状のボドカナルの組織や活動状況を踏まえ、収支を健全化するためには、以下の課題が想起さ

れる。また、これら課題を踏まえ、上述した組織計画に従ってボドカナルの運営・維持管理活動を向

上することによって財務基盤を強化することが期待される。 

・ ユーザーからの水道料金の徴収率を向上させる。 

・ 政府機関や企業からの水道料金の未収金を回収する。 

・ 新規ユーザーを増やし安定した水供給を通じて、収入増を図る。 

・ 経費を見直し、支出を可能な限り削減する。 

・ 人材の確保と組織への定着率を高めるため、職員の給与を上げる。 

  

 本プロジェクト完成後の財務計画の条件は表 3.4.1の通り仮定し、年間の収支の推計を表 3.4.2に示

す。さらに、徴収率の変化に伴う収支バランスを図 3.4.3 に示す。 

表 3.4.1 プロジェクト完成後の各財務費目の条件 

費 目 モスクワ町 メハナタバッド・ジ
ャモアット 2 村落

備 考 

給水人口 22,230 人 6,640 人 給水率 100％と仮定 

共同水栓による人口 2,300 人*1) 6,640 人 *1) 32 ヶ所 x12 戸 x6 人/戸

各戸給水による人口 19,930 人 ‐  

各戸給水 1.08 ソモニ/人/月*2) ‐ 水道
料金 

共同水栓 0.40 ソモニ/人/月*3) 0.35 ソモニ/人/月

*2、3)  2009 年初に値上げさ
れており、現行料金に据え
置く。 

収
入
の
部 

国家・地方行政機関 2006 年ベースを計上 徴収率 100%と仮定 

計画組織の職員 32 人体制 図 3.4.2 の通り。 

職員給与 2007 年の規定給与の約 2 倍程度  

集金人への支給額 水道料金徴収額の 13%と仮定 歩合制（現行 15%） 

電機料金、消毒費 計画施設の消費量を計上 3-5-2 章参照。 

維持管理費 主に配管維持管理費として計上 10 ヶ所/月程度と仮定 

住宅都市サービス公社への上納金（収入の 8%） 現行と同じ 

支
出
の
部 

その他（VAT、印紙）  現状からの推計 

 

3-66



 

表3.4.2では、現状の水道料金の徴収率を踏まえ、計画完成後の徴収率を100%から60％までのケ

ースで算定した。その結果、収支がバランスするのは同 84%であり、現状の徴収率が 80％程度に留ま

ると推定されていることから、収支をバランスするためのハードルは高い。プロジェクトが完成し、施設

が運転開始される初期段階には、施設の運転経費の増加に料金徴収の改善効果が伴わず、財政の

不均衡が発生することが予想される。このような状況下においても、施設を運転し住民への水供給を

維持することが、施設の運営・維持管理の安定化に繋がる。なお、上記財政分析の支出項目で計上

された試算額の内訳は、「3-5-2 運営・維持管理費」にて記載した通りである。 

表 3.4.2 計画完成後のボドカナルの財務分析 

図 3.4.3 計画完成後のボドカナルの収支バランス 

 

そのため、基本設計調査において日本側は「タ」国側に対し、ボドカナルの財政改善に対する自

助努力と関係機関の協力及び｢タ｣国政府による財政支援を提言した。それに対し、｢タ｣国側は日本

86
%

　　　費　目
収入(ソモニ) 100% 80% 70% 60%

モスクワ町
共同水栓からの料金徴収額 11,040 8,832 7,728 6,624
各戸給水栓からの料金徴収額 258,293 206,634 180,805 154,976
①一般世帯からの水道収入（共同水栓及び各戸給水栓） 269,333 215,466 188,533 161,600

グロボッド村及びナババッド村
②世帯からの水道収入（共同水栓） 27,888 22,310 19,522 16,733

一般世帯からの収入の合計（①＋②） 297,221 237,777 208,055 178,332
国家・地方政府機関及び関連公社、私企業からの水道収入 21,000 21,000 21,000 21,000
収入の合計③ 318,221 258,777 229,055 199,332

支出（ソモニ）
職員への給与 105,120 105,120 105,120 105,120
年金（職員給与の25％） 26,280 26,280 26,280 26,280
料金徴収人への支給（世帯の水道料金収入の13％） 38,639 30,911 27,047 23,183
電気料金 14,000 14,000 14,000 14,000
消毒料金、その他の経費 14,000 14,000 14,000 14,000
施設の維持管理費（配水管修理費を含む） 42,000 42,000 42,000 42,000
住宅都市サービス公社への支払い（収入の8％） 25,458 20,702 18,324 15,947
その他（VAT、印紙代等） 15,000 15,000 15,000 15,000
支出の合計④ 280,496 268,013 261,771 255,530

収支バランス(③‐④） 37,724 -9,236 -32,717 -56,197
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側の協力内容が 2011 年に完成すると仮定し、2011 年から 2015 年までの運営維持管理費に対する

財政支援の限度枠として、表 3.4.3 に示す通り計画し、｢タ｣国政府財務省がこれを承認した。この計

画は基本設計調査におけるボドカナルの財務分析結果（基本設計調査報告書、表 3.4.2）に基づき、

料金徴収率を、2011 年 60％、2012-13 年 70％、2014‐15 年 80％と仮定した場合の赤字額に対応し

ている。 

表 3.4.3 ボドカナルに対する「タ」国政府からの補助金計画 

年 2011 2012 2013 2014 2015 合計 

年間の補助金額 31,900 18,700 18,700 5,600 5,600 80,500 

出展） 基本設計調査報告書「表 3.4.3」より 

本事業化調査においては、プロジェクト完成を2013年とし、ボドカナルの財務状況の変化を考慮し

て同様の財務分析をした結果、上記の表 3.4.2 に示す試算となった。ボドカナルの財政規模は 2006

年から 2009 年までの 3 年間に、収入・支出が 3 倍以上（「表 2.1.2 ボドカナルの財政状況」参照）にな

っており、2007 年以降は黒字体質となっているが、料金徴収率が低下する場合には、容易に赤字に

転落する可能性がある。ボドカナルの運営・維持管理状況については、本事業化調査で計画するソ

フトコンポーネントを通じて具体的な計画を策定し、運営・維持管理能力の向上を図ることにしている。

しかしながら、施設の移管後の初期段階には、運営・管理体制が十分に機能しないため、水道料金

徴収率の低下などにより、財政収支のバランスが崩れて赤字に転落するような事態も懸念される。そ

のような場合には、「タ」国政府の補助金によりボドカナルを支援することが望まれる。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

 本プロジェクトを我が国の無償資金協力により実施する場合、事業費総額は約 8.28 億円と見積もられ

る。この内、日本国側負担は以下に示すとおり約 8.15 億円、「タ」国側負担は約 13 百万円（61.5 万ソモ

ニ）と見積もられる。ただし、この額は、交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

（1）日本国側負担経費 

概算事業費 約 815 百万円 

 

   モスクワ町とメハナタバッド・ジャモアットの 2 村落における給水施設の改修・拡張および新設 

費  目 概算事業費（百万円）

施設 水中ポンプ設置、高架タンク新設・改修、塩素注入設備設置、

管理室、塩素注入室建設、送水管、配水管敷設・更新、配電施

設新設・更新 

725

実施設計・施工監理・技術指導 90

合計 815

 

（2）「タ」国側負担経費 

｢タ｣側負担内容 金額 

・ フェンス設置費 
・ 各戸給水用引き込み管敷設とバルブ設置 
・ 既存配水管の漏水補修 
・ 銀行取り決めに係る手数料 

615,000 ソモニ

（約 13 百万円）

注）｢タ｣国側負担経費の算定は、【資料】「8.その他の資料・情報、8-1 先方政府の負担工事の概算費

用」に記載した通りである。 

（3）積算条件 

1） 積算時点 ：平成 22 年 7 月 

2） 為替交換レート ：1US$=\91.77 

  ：1 ソモニ=\21.04 

3） 施工期間 ：詳細設計、工事の期間は 3-2-4-9 実施工程に示したとおりである。 

4） その他 ：積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえておこなう。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

本プロジェクトによって改修・拡張されるモスクワ町とメハナタバッド・ジャモアットの 2 村落に対する給水

施設の運営・維持管理費は、前掲表 3.4.2 の支出の部に示す通り、年間 280,000 ソモニ程度と試算される。

なお、企業運営上の財務会計には、機材、設備の次回更新や補修費の積み立て費に代えて、原価償却

費を計上するのが一般的であるが、本計算は施設の運営・維持管理上の収支バランスを見ることが目的

であるため、これを加えなかった。同表の支出額に計上された職員給与、電気料金、消毒品費、施設の

維持管理費は以下の通り仮定した。 

（1） 職員の給与 

職員への給与は図 3.5.１に示す通り、2007 年現在の給与ベースを参考に、｢タ｣国における物価上

昇に配慮し、2013 年で平均 2 倍程度と仮定した。 

表 3.5.1 ボドカナルの職員の月額給与（現在と計画） 

 

（2）電気料金、消毒品、配管補修費 

また、電力料金、消毒剤、配管補修等の費用は、それぞれ表 3.5.2、表 3.5.3、表 3.5.4 に示す通り、試

算した。 

職位
月給 人数 合計 月給 人数 合計

所長 215 1 215 430 1 430
主任技師 180 1 180 360 1 360
水質検査担当者 94 1 94 190 1 190
電気技師 140 1 140 280 1 280
機械技師 140 1 140 280 1 280
溶接工 140 1 140 280 1 280
金属加工技師 94 3 282 240 1 240
配管整備主任 0 360 1 360
配管工 140 2 280 280 3 840
重機オペレーター 280 2 560
施設管理担当 110 1 110 0
ポンプオペレーター 118.3 3 354.9 260 4 1040
資機材管理係（ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ） 260 1 260
掃除婦 94 1 94 220 2 440
警備員 220 4 880
塩素滅菌担当者 94 1 94 240 1 240
運転手 260 1 260
主任会計士 180 1 180 360 1 360
出納係 120 1 120 260 2 520
料金徴収管理者 140 1 140 320 1 320
秘書 260 1 260
管理部門担当者 105 1 105 360 1 360
合計 21 2,669 32 8,760

平均給与 127 平均給与 274

2007年実績 2013年計画
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表 3.5.2 電気料金の試算  

 

表 3.5.3 消毒剤費の試算 

 

表 3.5.4 配水管補修費の試算 

 

 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

｢タ｣国側負担事項の円滑な実施を促進する上で、特に直接的な影響を与える次の留意事項に配

慮することが肝要である。 

（1） 本事業の工事に必要な資機材に関わる諸関税の免除 

（2） 給水センターの組織体制の確立 

（3） ボドカナルの維持管理体制の強化 

（4） モスクワ町における各戸給水栓への接続と既存給水栓に対するバルブの設置 

（5） 住民の水使用・衛生環境に関する啓蒙 

 

工種 補修費 合計 参　考
月当り 年間 （ソモニ） （ソモニ）

配水管補修費 （臨時雇用2名、ガソリン、消耗品等） 10 120 350 42000

補修ヶ所
適　用

サラシ粉 単価 計 参　考
注入量 有効濃度 日当り 月当り 年間

(m3/日） 1mg/L 30% トン トン トン (ソモニ） (ソモニ)
モスクワ町 3335 0.0111
ケンジャ・アブドル 370 0.0012

0.0124 0.3705 4.446 3000 13,338

平均水
使用量

消費量

ｋW 台数 単価 計 参考
日当り 月当り 季間 (ソモニ） ソモニ

モスクワ町 ポンプ 30 3 90,0 24 2160
塩素注入 0,2 1 0,2 4 0,8
屋内照明 1 1 1,0 8 8
屋外照明 0,4 7 2,8 10 28
小計① 2200
ポンプ 15 1 15,0 8 120
塩素注入 0,2 1 0,2 2 0,4
屋内照明 0,5 1 0,5 8 4
屋外照明 0,4 1 0,4 10 4
小計② 200
合計（①+②） 2.400 72.000 216.000 0,008 1.620 6,7,8月

648.000 0,015 9.720 残り9ヶ月
年間電力費用 11.340
消費税 2.268
合計 13.608

ケンジャ・
アブドル

消費電力 稼動時間 消費電力量（ｋWh）
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

（1） 直接効果  

全体プロジェクトは基本的に次の 3 つのコンポーネントから構成されている。 

１） 給水施設の改修・建設工事 

モスクワ町の給水施設の改修（モスクワ町のボドカナル取水場内の深井戸 3 本の建設は先行プ

ロジェクトにより 2011 年 3 月までに完成予定） 

メハナタバッド・ジャモアットの 2 村落の給水施設建設 

2） 機材調達（先行プロジェクトにより 2009 年に調達完了） 

給水センターに対する井戸掘削機材及び関連調査機材 

ハマドニ地区ボドカナルに対する配水管の維持管理用機材 

3） ソフトコンポーネント 

給水センターに対する物理探査技術の向上（2011 年 3 月までに完了予定） 

ハマドニ地区ボドカナルに対する給水施設の運営・維持管理能力の向上 

これら 3 つのコンポーネントの実施により、次の直接効果が見込まれる。 

表 4.1.1 計画実施による直接効果と現状改善の程度 

現状と問題点 協力対象事業で
の対策 

直接効果・改善程度 間接効果・改善程
度 

 対象サイトおいて、以下の通り

給水人口が 18,170 人増加し、

給水率 100％となる。また、過度

な水汲み労働から解放される。 

 現状 計画後 

モスクワ町 10,800 人

（52％） 

22,230 人 

(100％) 

 給水施設は建設から 30～40 年

が経過し、適切な維持補修がなさ

れていない。そのため、給水量・

水圧の不足が発生し、多くの住

民は不衛生な灌漑水路に頼らざ

るを得ず、恒常的に水因性疾患

の発生が懸念されている。また、

生活用水の確保に長時間を要

し、特に婦女子にとって水汲みは

過度な負担となっている。 

2013 年を目標

とした給水施設

を改修・建設す

る。 

メハナタバ

ッド・ジャモ

アット 2 村 

0 人 

（0％） 

6,640 人 

(100％) 

 衛生環境が改善

され、水因性疾患

が減少する。 

地域の経済活動

が活性化される。 

 メハナタバッド・ジ

ャモアットの既存給

水施設が賄う他の

4 村落の給水量が

増加する。 

 井戸掘削機材がないため、ハマ

ドニ地区の給水改善事業に着手

できない状況にある。 

 井戸掘削機材

と関連機材 1 式

を 調 達 し 、 OJT

により掘削技術

を移転する。 

 給水センターに井戸掘削部隊

が編成され、調達機材を利用し

て、｢タ｣国の自主工事によりハ

マドニ地区において 20 本の井

戸が建設される。 

事業着手により

村落部における約

8 万人の給水状況

が改善される。 

 ハマドニ地区ボドカナルに配水

管の維持管理機材がないため、

漏水補修や老朽管の補修ができ

ない状況にある。 

 配水管の補修

機材 1 式を調達

する。 

 調達機材の利用により、既存

配水管の補修ができるようにな

る。また、各戸給水栓接続工事

が効率的に出来るようになる。 

水供給の無駄を

軽減し、資源の有

効 利 用 が な さ れ

る。 

 ｢タ｣国では物理探査技術が遅

れており、井戸掘削に失敗する

例が多い。 

物理探査機材

を使用し関連技

術を移転する。 

給水センターが物理探査技

術を修得し、給水改善事業を効

率的に推進できるようになる。 

事業推進により

村落部の給水状況

が改善される。 

 ｢タ｣国ではソ連時代の無料給

水の慣習が残っており、料金徴

収率が低く、ボドカナルは困難な

財政状況に陥り、給水施設の維

持管理も不十分な状況にある。 

 給水施設の運

営・維持管理の

向上に係る活動

を支援する。 

 ボドカナルに給水サービス向

上の活動計画が策定され、各部

署の活動が活性化され、財政状

況の改善を含む運営・管理能力

が向上する。 

 対象地区の住民

の水利用・衛星環

境に関する啓蒙が

促進される。 



4-2 

4-2 課題・提言 

4-2-1 相手国側の取り組むべき課題・提言 

 プロジェクトの効果が発現・持続するために、以下の点に取り組むことを提言する。 

（1） 給水センターの組織体制の構築 

本プロジェクトの実施機関である給水センターは 2008 年以来、｢タ｣国政府の予算措置を受けて、

組織編制計画に基づき、日本側のプロジェクト進捗に合わせて必要なスタッフを採用してきている。先

行プロジェクトにより 2010 年 8 月から開始された井戸掘削工事の実施に合わせ、OJT による井戸掘削

技術の移転対象となる技術者を採用し 21 名体制となる。最終的には 34 名の組織編制とする計画で

あるが、そのためには、引き続き｢タ｣国政府による予算措置が確実に実施されることが重要である。ま

た、給水センターは将来独自にハマドニ地区給水改善事業を実施する使命を有しており、本プロジェ

クトを通じて地下水探査技術や井戸掘削技術を修得した技術者の定着が不可欠であり、待遇面の配

慮が望まれる。また、永続的な事業推進のため技術の継承が出来るよう、経験者と若手技術者の混

成とすることが望ましい。 

（2） ボドカナルの組織体制の強化 

本プロジェクトによって給水施設が改修され、給水地域も拡張され、給水人口も大幅に増えることが

予想されている。従って、ボドカナルは、本プロジェクトの実施に伴い職員を増員し、施設の運営・管

理を強化する計画である。ボドカナルは、老朽化した既存施設を困難ながらも運営し、2007 年以降、

黒字経営に転換できたものの、従来の運営・管理方法では給水施設を円滑に運営することは難しい。

従って、施設規模に適した組織編制と人員を配置し、給水サービスを向上する中で、料金徴収率を

向上させ、将来の料金改正も考慮して財政的に独立するよう努力することが不可欠である。なお、本

プロジェクトが完成直後は、体制整備が伴わないため、財政的に厳しい状態が続くことも予想されるの

で、一定期間は｢タ｣国政府による財政の補填にも配慮されることが望ましい。なお、本プロジェクトの

中で、給水施設の運営・維持管理の能力向上を目的としたソフトコンポーネントを実施する計画であり、

ソフトコンポーネントの中で策定される組織活動を実施できるよう、予算確保や人員配置を実施してゆ

く必要がある。 

（3） 確実な予算措置 

給水センターは、本プロジェクトの実施に伴い、「3-3 ｢タ｣国側の分担事業の概要」に基づいて、各

事項を適時に実施するため、必要な予算確保をおこなう必要がある。さらに、給水センターの組織体

制の構築や活動に必要な予算並びに本プロジェクトで調達する井戸掘削機材を使用して、5 年間に

わたり、｢タ｣国側が独自に実施するハマドニ地区給水改善事業の予算確保等のため、適切な措置を

取る必要がある。 
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（4） 安定的な電気供給の実施 

ハマドニ地区では冬期に電力供給が低下するため、給水施設の稼働が十分に確保できなくなり、

給水量が低下せざるを得なかったが、2009 年 8 月、ヴァーシ川に建設されたサングトゥーダ・ダムの 1

号発電所が共用稼動したことにより、当地区の電力事情が改善された。しかしながら、過去の経験か

ら冬期には例年ダム水位の低下によって発電能力が低下するため、今後も停電や電力低下は発生

すると想定される。本プロジェクトにおいて建設される給水施設が計画通り稼働し、プロジェクト効果を

発現するために、電力供給がより安定的に実施されるよう、関連機関と連携し、必要な措置が執られ

ることが期待される。 

(5) 既存井戸における地下水のモニタリング 

 各サイトにおいて水源である井戸からの揚水による環境社会への影響は無視し得るが、将来にわた

り合理的な井戸利用を維持するための、地下水管理の一環として地下水のモニタリングが必要である。

地下水モニタリングは、井戸の自然水位と動水位を測定するとともに、水質分析を実施し、その結果

をデータとして蓄積し、経年的変化の傾向を把握する。地下水モニタリングにより、水位低下や揚水

量の低減が顕著な変化が把握された場合には、技術的な判断に基づき揚水量の低減や他地点にお

ける新規井戸開発など、必要な措置を講ずることが肝要である。 

 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 

給水センターは、本プロジェクトによって調達した井戸掘削機材を使用して、ハマドニ地区給水改善事

業を独自に実施する計画である。給水センターは実施体制の整備に伴い、同事業の具体的な計画を策

定する必要がある。ただし、同センターでは事業の実施経験がないため、計画策定および事業実施の初

期段階には専門家派遣等による技術協力が実施されることにより、プロジェクト効果の発現が確実となろ

う。 

ハマドニ地区の村落部においては、これまで UNDP が既存給水施設の改修をおこない、UNICEF がハ

ンドポンプ付き浅井戸を多数建設してきている。本プロジェクトの対象であるモスクワ町とメハナタバッド・

ジャモアットの 2 村落においては、これら機関による特段の援助は実施されていない。本プロジェクトの実

施に伴い、他ドナーとの連携の必要性は高くないが、将来｢タ｣国側による独自の給水改善事業の計画策

定には、他ドナーの援助活動の動向や内容を踏まえ、サイト選定等に反映することが必要になる。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

 本調査結果に基づき、無償資金協力による本プロジェクトの実施は下記の点から妥当であると判断され

る。 

１） プロジェクトで建設される給水施設によって、対象地域において最も給水事情が逼迫した町及び
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村に対し、安全な飲料水を安定的に供給することにより、住民の衛生環境が改善される。 

２） プロジェクトによって調達される井戸掘削関連機材によって、上記以外の村落において井戸が建

設できるようになり、対象地域全体の給水事情が改善し、衛生環境の改善が期待できる。 

３） 導入する施設の運営・維持管理に必要な予算は、水道料金及び｢タ｣国側が確保した予算によっ

て可能である。 

４） 本プロジェクトは｢タ｣国の水セクター開発計画における上位目標の達成に貢献するものであり、同

国の国策と合致している。 

５） 国連が進める MDGｓのうち、給水率向上の達成に貢献することができる。 

６） プロジェクトの実施により、環境面で負の影響を及ぼす可能性は低い。 

７） 日本国による無償資金協力制度において、特段の困難なくプロジェクトを実施することができる。 

 

4-4 結 論 

本プロジェクトは、貧困層が多い村落部を対象としており、上述のように多大な効果が期待されると同

時に、本プロジェクトがハマドニ地区における給水状況と衛生環境の改善をはじめ、広く地域住民の BHN

の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に我が国の無償資金協力を実施することの

妥当性が確認される。なお、相手国側の実施体制については、給水センターの組織強化をモニタリング

する必要があるが、本プロジェクトの運営・維持管理に必要な予算については、財務省ハイレベルにより

確保することが約束されており、懸念は少ないと考えられる。しかし、以下の点が改善・促進されれば、本

プロジェクトはより円滑かつ効果的に実施され、事業の継続性にも大いに寄与するものと考えられる。 

給水センターは日本の無償資金協力のシステムに従い、実施機関として負うべき責任事項を適時に実

施する必要があるが、これまで事業実施の経験が十分になく、組織体制の構築などの課題も多い。した

がって、本プロジェクトの迅速な実施促進のために、給水センターの管轄官庁である非常事態委員会を

始め、｢タ｣国政府及び関係機関による予算措置を含めた給水センターへの支援が不可欠である。 
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1．調査団員氏名、所属 

氏 名 担当分野 所 属 
海保 誠治 

 

団長 独立行政法人国際協力機構 

タジキスタン事務所 所長 

田口 雅行 業務主任/配水施設設計 (株)協和コンサルタンツ 国際事業部、部長 

原田 容逸 施工計画/積算・調達計画 (株)協和コンサルタンツ 国際事業部 

村松 哲雄 通訳 (株)テクノスタッフ 

 

2． 調査日程 

業務主任/配水施設設計
田口　雅行

施工計画/積算・調達計画
原田　容逸

通　　訳
村松　哲雄

1 7/27 火

2 7/28 水

3 7/29 木

4 7/30 金
実施機関とインセプションR協議、質

問表の提出
市場調査準備（ドシャンベ）

インセプションR協議、質
問表

5 7/31 土

6 8/1 日
ドシャンベ→サイト調査（ボドカナルと

の協議、水道施設の視察）
市場調査整理 ドシャンベ→サイト調査

7 8/2 月
ボドカナルの施設状況調査、質問表
の提出

市場調査（ドシャンベ） ボドカナル調査

8 8/3 火 ハマドニ→ドシャンベ移動、業者調査
ドシャンベ→ハマドニ地区移動、市場

調査（ハマドニ地区、近郊市）
ハマドニ地区→ドシャン
ベ移動

9 8/4 水 質問表の調整調査 市場調査（ハマドニ地区、クリャブ市）

10 8/5 木 MM協議 市場調査（ハマドニ地区、クリャブ市） MM協議

11 8/6 金 MM協議 市場調査（ハマドニ地区、クリャブ市） MM協議

12 8/7 土 MM協議 ハマドニ地区→ドシャンベ移動 MM協議

13 8/8 日

14 8/9 月 市場調査（ドシャンベ） MM協議、翻訳

15 8/10 火 市場調査（ドシャンベ） MM調印、報告

16 8/11 水

17 8/12 木

18 8/13 金 ハマドニ地区→ドシャンベ移動

19 8/14 土 補足調査、データ整理

20 8/15 日

21 8/16 月

22 8/17 火

23 8/18 水

24 8/19 木
実施機関の運営管理体制調査（ド
シャンベ）

25 8/20 金
実施機関の運営管理体制調査（ド
シャンベ）

26 8/21 土
ドシャンベ→ハマドニ地区移動、補足
調査

市場調査（ドシャンベ）
ドシャンベ→ハマドニ地

区補足調査

27 8/22 日
ハマドニ地区補足調査→ドシャンベ

移動
資料整理

ハマドニ地区→ドシャン
ベ移動

28 8/23 月

29 8/24 火 →成田着（11：45）

市場調査（ドシャンベ）

市場調査（ドシャンベ）

データ整理、団内ミーティング

市場調査（ドシャンベ）

市場調査（ドシャンベ）

ドシャンベ発（5：10）→イスタンブル着（8：35）→イスタンブル発（18：35）→

市場調査（ドシャンベ）

成田発（13：35）→イスタンブル着(19：45)

イスタンブル発（20：45）→ドシャンベ

実施機関との調査内容の調整

ドシャンベ着03：20。　　13：20JICAタジク事務所打合せ、14：00実施機関とのＩＣ／Ｒ説明・協議

ハマドニ地区→ドシャンベ移動

10：00実施機関とMM協議

15：00実施機関とMM調印、16：00日本国大使館報告

データ整理、団内ミーティング

市場調査（ドシャンベ）

ドシャンベ→ハマドニ地区移動、市場調査（ハマドニ地区、近郊市）

市場調査（ハマドニ地区、近郊市）

工
程

日
程

曜
日

総括（JICAタジク事務所長）
海保　誠治

（村上事務員による対応）

コンサルタント団員
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3． 相手国関係者リスト 

 

非常事態委員会   副議長  Mr. Bahiyor Orifov 

 

給水センター   所長  Mr. Mirali Sharipov 

    所長補佐 Ms. Zarina Brhvalishoeva 

    ハマドニ地区主任 Mr. Toir Temrov 

 

ハマドニ地区上水道公社  所長  Mr. Safarov Azizmad 

 

政府付属環境保護委員会 

 国家環境審査局  副局長  Mr. Halilov Djalil 

 クリャブ地区環境保護委員会 所長  Mr. Hasan Amipov 

 ハマドニ地区環境保護部 部長  Mr. Bejilov Hocholish 

 

在タジキスタン日本国大使館 臨時代理大使 中山 喜弘 

    専門調査員 長尾 広視 

 

JICA タジキスタン事務所  企画調査員 村上 雅代 
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6．ソフトコンポーネント計画 

(1) 背景 

タジキスタン政府は「安全な飲料水の供給改善プログラム(2007～2020 年)」に関する政令（第

514 号）を交付し、国連ミレニアム開発目標（MGDs）の達成に向けた活動を実施している。本

プロジェクトはハマドニ地区において上記プログラムを具現化するための方策の一つと位置づ

けられる。本プロジェクトの内容は、老朽化による故障や機能低下が著しいモスクワ町の都市

型給水施設を復旧し、またハマドニ地区の村落の中で最も厳しい給水状況にあるメハナタバッ

ド・ジャモアットにおける 2 村落の給水施設を建設するものである。これにより、プロジェク

トの完成によりモスクワ町で 22,220 人、2 村落においては 6,640 人の給水人口が見込まれ、全

体で約 28,900人に対し良質な水供給を実現する。本プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

 

本プロジェクトによって建設される給水施設はハマドニ地区上下水道公社（以後、「ボドカナ

ル」とする）に移管され、ボドカナルが施設の運営・維持管理を担当する。現在、ボドカナル

は、モスクワ町において給水施設の運営・維持管理を行っているが、施設の故障や機能低下に

より給水率は 52％に留まり、ユーザーに対して十分な給水サービスを提供できていない。ボド

カナルは一般世帯、政府機関、企業等のユーザーから水道料金を徴収し、これを原資として給

水事業を行っているが、ユーザー側の水道料金の支払い意識は低く、給水を受けている住民の

支払い率は 80％程度に留まっていると推定される。また、政府機関や企業などの大口ユーザー

もしばしば料金を滞納し、2007 年 1 月現在、その額は約 33,800 ソモニに達している。これら

の結果、ボドカナルは施設の維持管理に十分な予算を確保出来ないという悪循環に陥っている。 

給水地域では、住民側の水質・水量に対する要求は高いものの、各戸給水栓や共同水栓では、

蛇口が破損し水の垂れ流しが多く見られ、適切な水利用についての意識は低い。非効率な水使

用は水圧の低下、給水量や給水エリアの縮小を招き、水道料金収入減少の原因にもなっている。

本プロジェクト完了後は 24 時間給水となるため、このような状態を放置すれば、無駄な水量と

電気コストの増加が大きなものとなる。一方、配水管が新設される地域においては、新たなユ

ーザーの創出が期待されるが、引き込み管の費用分担や水道料金の徴収、無駄の無い水使用の

方法など、住民との対話を通して十分な理解を得ることが不可欠である。従って、ボドカナル

〈案件概要〉 モスクワ町 メハナタバッド・ジャモアット 
グロボッド村、ナババッド村 

1）施設建設 水中ポンプ設置(制御盤含む)-3 式 
井戸管理室建設-1 棟 
高架タンク-2 基新設、１基改修 
消毒設備設置(サラシ粉用)-１式 
受配電設備、電気設備更新-1 式 
配水管敷設（φ50～250mm）-32.19km 
配水管付帯工-1 式 

水中ポンプ設置(制御盤含む)-1 式 
井戸管理室建設-1 棟 
高架タンク-１基新設 
消毒設備設置(サラシ粉用)-１式 
受配電設備、電気設備更新-1 式 
配水管敷設(φ100～250mm)-14.54km 
配水管付帯工(共同水栓含む)-1 式 

2）ソフトコンポー
ネント 

・ボドカナルに対する運営・維持管理能力の向上支援 
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は効率的な水使用や水道料金、その徴収方法などに関し、積極的なユーザーへの働きかけを実

施する必要性があるが、これまでそのような活動に取り組んだ経験が少ない。 

メハナタバッド・ジャモアットの 2 村落においては、給水施設を建設し、水供給が開始され

る。2 村落では共同水栓による給水方式である。村落の住民は給水事業に対する支払い意志は高

いが、これまで料金を支払ってきた経験がないため、水使用の方法を含め住民に対する十分な

働きかけが不可欠である。 

以上の背景から、ボドカナルに対する給水施設の運営・維持管理能力の向上にかかる技術支

援をソフトコンポーネントとして実施することが妥当であると判断する。 

(2) 目標 

上記の背景を踏まえ、本ソフトコンポーネントにおいては、ボドカナルが給水施設を適切に

運営・維持管理し、対象地区における給水事業を持続的に実施できるようになることを目標と

する。 

(3) 成果 

本プロジェクトにより、モスクワ町と 2 村の給水施設が改修・拡張され、給水人口も大幅に

増加する。従って、給水施設の運営・維持管理の支援においては、まずボドカナルの活動、人

員、予算を計画する必要がある。同計画に則って運営・維持管理を行う上で、キーとなる 3 つ

の活動：集金率向上、ユーザーの増加、節水に係る実質的（数値的）な向上を成果とする。 

ボドカナルは、長年にわたりモスクワ町の給水施設を運営・維持管理してきており、基本的な給

水施設の補修については経験と実績がある。従って、運営・維持管理の技術的側面は、一応対応

可能な体制にあるため、主として営業面・財務面の改善を課題とする。ただし、既存配水管から

の漏水を減少させ、給水の有効率を改善するため、本プロジェクトで供与する配水管維持管理用

機材の利用計画を策定し、工事の実施と成果を確認する。 

以上より、本ソフトコンポーネントの成果は以下の通りである。 

① 給水サービスの活動内容が定められ、人員・予算計画に則り各部署の活動が活性化される。 

② 水道料金徴収率が向上する。 

③ ユーザーが増加する。 

④ 水栓が適切に使用・維持管理され、水が効率的に使用される。 

⑤ 配水管の維持補修が定常的にできるようになる。 

(4) 成果達成度の確認方法 

 ソフトコンポーネントの担当者は、指導・支援に関する成果の達成度を支援項目ごとの活動終

了時に確認し、その結果を取りまとめた「ソフトコンポーネント完了報告書」を作成し、相手国

政府関係及び実施機関に提出する。また、ソフトコンポーネントの活動終了後、ソフトコンポー
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ネント全体の成果達成度を確認・評価し、「ソフトコンポーネント完了報告書（和文）」を活動の

成果品とともに貴機構へ提出する。 

表-1 ソフトコンポーネントによる成果と達成度の確認項目 

直接的成果 成果達成度の確認項目 
1. 給水サービスの活動
内容が定められ、人
員・予算計画に則り各
部署の活動が活性化
される 

以下の内容を含む運営・維持管理計画が策定される。 
・ 予算計画 
・ 料金徴収率向上計画（地域毎の集金目標額・目標率など） 
・ ユーザー増加計画（地域毎の登録ユーザー目標数、新規水栓設置料金と

コストなど）  
・ 人員配置計画  
・ 村落部給水サービスの実施計画と運営・維持管理計画 
・ 配水管維持管理計画 

2.料金徴収率が向上す
る 

・ 予算計画に基づいた料金徴収率向上アクションプランが作成される 
・ 上記プランを実施するために必要な知識と技術が担当職員に備わる 
・ パイロット地域の徴収率が向上する 

3.ユーザーが増加する ・ ユーザー増加アクションプランが作成される 
・ 上記プランを実施するために必要な知識と技術が担当職員に備わる 
・ パイロット地域のユーザーが増加する 

4.ユーザーによって水
栓が適切に使用・維持
管理され、水が効率的
に使用される 

・ ユーザーによる水栓と水の適正使用のためのアクションプランが作成さ
れる 

・ 上記プランを実施するために必要な知識と技術が担当職員に備わる 
・ パイロット地域のユーザーが水栓を適切に使用・維持管理し、水を効率

的に使用するようになる 
5. 配水管の維持補修が
定常的にできるよう
になる 

・ 配水管維持管理計画に基づいた同アクションプランが作成される 
・ 配水管の補修記録フォームが作成される。 
・ 供与機材の管理台帳（補修歴を含む）が作成される。 
・ 担当職員により配水管維持管理工事が遂行される 
・ 供与機材の点検、補修・管理が実施される 

 

（5）活動（投入計画） 

本分野の指導は邦人コンサルタントを 3 回派遣することによって実施する。第 1 次派遣にお

いて運営・維持管計画を策定する。この計画書には、改修・拡張された給水施設の運営・維持

管理に必要な人員配置計画も含まれ、これに則りボドカナルは第 2 次派遣までに人員を配置す

る必要がある。これを受けて、第 2 次派遣では成果 2～5 に関わる職員に対する意識改革、キャ

パシティ開発を行い、成果 2～5 を達成するための具体的なアクションプランを作成した上で、

同プランに沿った業務の監督・指導を行う。第 3 次派遣では成果 1～5 の達成状況をモニタリン

グし、課題を把握し改善点を抽出した上で、成果 1～5 で作成した運営・維持管理計画、各種ア

クションプランを改定する。 

各アクションプランには以下の内容を盛り込む。 

・ 料金徴収率向上アクションプラン 

 加入者（各戸給水栓、共同水栓、家族構成等）台帳の改定、料金徴収マニュアル、不払い

者に対する督促手順、罰則規定、地区別集金目標、徴収率の向上目標設定 

・ ユーザー増加アクションプラン 

 未加入者への勧誘（既存給水区域内、新規給水拡張区域）、各戸給水栓の接続費用の分割
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支払い方式案、 

・ 水の適正使用のためのアクションプラン 

 水の無駄使い撲滅キャンペーン計画、ワークショップ開催計画、盗水・不法接続の罰則規

定、従量式水道料金への転換方策、予算計画 

・ 配水管維持管理アクションプラン 

 漏水ヶ所の情報収集手順、漏水箇所補修手順、配水管更新重点地区、配水管補修年次計画、

予算計画 

 

詳細な活動計画は表-2 に示す通りである。 
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(6) 実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントを本プロジェクトに沿って実施できるだけの技術力、マネジメント力を兼ね

備えたローカルコンサルタントや NGOs は、「タ」国では手配できない。従って、本業務は、途上国に

おける都市型給水事業を十分理解した邦人コンサルタント 1 名による直接支援型とする。「タ」国で使

用される言語がタジク語およびロシア語であるため、両言語と英語に通じた現地補助員 1 名を傭上する。 

この他、リソースパーソンとして他の地域の上下水道公社職員があげられる。他の公社の事業手法

やノウハウを学び、意識改革や新しい知識の修得を通したボドカナル職員のキャパシティ開発を目的

としている。そのため、他の 3 上下水道公社からそれぞれ 2 名の職員を招聘し、ボドカナルの職員と

のグループミーティングおよびワークショップを計画する。招聘するリソースパーソンとしては、積

極的な水道メーターの導入により水の有効利用率の向上を図ったり、マスメディアを活用した節水啓

発活動を行うなど、様々な新しい取り組みを展開しているパンジャケント町やホジェンド市などの上

下水道公社を想定するが、最終的にはボドカナル側と調整し、決定する。 

(7) 実施工程 

ソフトコンポーネントの実施に要する期間は図-1 に示す通り、給水施設の運営・維持管理分野では、

国内準備期間 10 日、第 1 次派遣 30 日、第 2 次派遣 41 日、第 3 次派遣 21 日で合計 102 日間を予定す

る。 

            国内作業       現地作業 

図-1 現地派遣の想定時期 

 

(8) 成果品 

本ソフトコンポーネントの成果品は下表のとおり。 

表-3 ソフトコンポーネント成果品 

成果品 
第 1 次派遣 ・運営・維持管理計画 
第 2 次派遣 ・料金徴収率向上アクションプラン 

・ユーザー増加アクションプラン 
・住民啓発アクションプラン 
・配水管維持管理アクションプラン 
・成果 2～5 に関するボドカナル職員の活動記録 

第 3 次派遣 ・成果 1～5 に関する総合評価表 
・（改訂）運営・維持管理計画 
・（改訂）各種アクションプラン 

 

月
日 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第1次派遣 30

第2次派遣 41

第3次派遣 21

2012 2013活動
日数

現地派遣
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(9) 「タ」国実施機関の責務 

本ソフトコンポーネント実施にあたり、｢タ｣国側が責任を持って遂行しなければならない活動は以下

の通りである。 

・ 邦人コンサルタントと協力し、オーナーシップを持って本活動全体を運営管理する。 

・ 邦人コンサルタントに対するカウンターパートを任命し、本活動に従事出来るよう管理する。 

・ 活動に使用する会場、机、椅子、その他の備品を提供する。 

・ モスクワ町、メハナタバッド・ジャモアットの 2 村落の地方政府と必要な連絡、協力を行う。 

・ 関連機関と必要な連絡、協力を行う。 

・ 運営・維持管理に必要な人員を、第 1 次派遣で作成する計画に則り、第 2 次派遣までに配置する。 

・ 意見交換のため、他の地域の上下水道公社から必要数の職員を招聘する。 

・ 邦人コンサルタントが不在となる期間は、計画に則り活動を実施し、その進捗をモニタリングする。 
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8. その他の資料・情報 

8-1 先方政府の負担工事の概算費用 

 本プロジェクトにおける施設建設に伴い、｢タ｣国側が実施すべき負担事項は以下のとおりである。 

（1） 用地確保とフェンス設置 

 ｢タ｣国側はボドカナル敷地の拡張用地とケンジャ・アブドル井戸施設用地及び送水管敷設用地として

以下の面積を確保する必要がある。 

表 8.1 施設建設にともなう用地確保 

施設の用途 用地形状 用地面積 

ボドカナル敷地拡張用地（新規井戸建設に伴う） 170m x 20m 3,400m2 

ケンジャ・アブドル井戸敷地用地 60m x 60m 3,600m2 

364m x 幅 5.0m 1,820 m2 送水管敷設、監理道路用地（ケンジャ・アブドル～

公道まで） 736m x 幅 3.0m 2,210 m2 

     合 計  11,030 m2 

 

なお、ボドカナル敷地の拡張用地とケンジャ・アブドル井戸施設用地の確保に伴い、｢タ｣国側は以下

の通り敷地周囲にフェンスを設置する必要がある。フェンス設置費用は表 8.2 に試算する通りである。 

・ボドカナル敷地フェンス：L=210ｍ           ・ケンジャ・アブドル井戸敷地フェンス：L=240m 

図 8.1 フェンス設置要領 

 

（2） 各戸給水栓の引き込み管とバルブ設置 

  本事業により、モスクワ町において既存配水管を更新する区間においては、既契約世帯への給

水管を設置する必要がある。その工事は図 8.2 に示す要領とするが、公道内は日本側の負担事項と

し、民地内の給水管は｢タ｣国側の責任で実施することを要する。これら以外の既存給水区域の各戸

フェンス設置

用地拡張範囲

既存敷地範囲

ゲート

170m

2
0
m

ハマドニ地区ボドカナル敷地概要 

ケンジャ・アブドル井戸施設用地概要 

60m

6
0
m

フェンス設置

井戸

ゲート
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給水栓については、｢タ｣国側の責任で、すべての給水栓にバルブを設置（修理を含む）する必要が

ある。この場合、バルブ（単体のみ）は日本側が供与することとする。その数量は以下の通りである。 

 1） 既存配水区域における本計画による配水管更新に伴う引き込み管の接続数： 500 戸 

 2） 既存配水区域における 1）以外のバルブの設置(修理を含む)数： 1,100 戸 

図 8.2 各戸給水栓の引き込み工事の担当区分 

 

（3） 配水管の既知漏水箇所の修理 

  現在、現地で確認されている漏水箇所は 10 ヶ所であり、この修理を至急実施する必要がある。 

 

（4） その他の負担事項 

1）銀行手数料 

無償資金協力の実施に係わるコンサルタント契約や業者契約への支払いは、「タ」国側が日本にあ

る銀行に開設する口座を通じて行なわれる。手数料は契約金額の 0.1%と見込まれる。 

2）国内税免除措置  

日本の業者に対する｢タ｣国内の税免除措置については、以下の２つの手続きを併行して進めること

が必要とされる。手続き期間中は日本の建設業者は資機材の購入、現地業者との契約等が実施でき

ないため、業者契約後、早めの準備が求められる。 

①免税証明書：納税局に、税金支払いを免除できる証明書の発行を依頼する。 

②業者の登録：日本の建設会社が税務登録を実施し、建設許可証の発行を受ける。 

 

（5） 「タ」国側負担事項の概算予算 

 上記の負担事項のうち、｢タ｣国側が実施すべき負担工事（1）～（3）に関する予算を表 8.2 に概算する。

その結果、本計画の実施に伴う、｢タ｣国側が実施すべき工事予算は 575,500 ソモニと算定される。 

責

任
分

界

点
公道幅6-8m

責

任

分
界

点

日本側工事範囲 ｢タ｣国側

工事範囲

｢タ｣国側

工事範囲

土
被

り

0
.8

m

配水管

給水管φ20mm

0
.3

m
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表 8.2 ｢タ｣国側の負担工事の概算予算                （ソモニ） 
工 種 細 目 数量 単価 合計 概略実施期間 

ボドカナル敷地 210ｍ 1 式 96,600 96,600 ‘11/5～’11/8 1） フェンス設置 

ケンジャ・アブドル井戸施設敷地 240ｍ 1 式 117,400 110,400 ‘13/9～’13/11 

各戸給水引き込み管 500 ヶ所 400 200,000 2）各戸給水栓の引き

込み管とバルブ設置 バルブ設置（交換を含む） 1,100 ヶ所 150 165,000 

‘12/7～’12/11 

3）配水管の補修 漏水ヶ所の修理 10 ヶ所 350 3,500 ‘12/10～’12/12 

合 計    575,500  
 

 

8-2 ｢タ｣国側自主事業の概算事業費の推定単価 

（1）井戸建設費 

井戸建設費には、ケーシング、スクリーン等の資材調達、燃料、人件費等を含んだ単価とする。資

材は現地調達とし、掘削工事には日本から供与する機材を使用する。 

表 8.3 井戸建設単価 

価格（ソモニ/本） 井戸口径 
（スクリーン口径） 60m 深さ 100m 深さ 

備 考 

100mm 27,600 -  

150mm 44,700 71,800  

200mm 48,600 77,300  

250mm 54,100 86,100  

300mm 78,400 125,300  

（2） 戸改修費 

井戸改修工事は、井戸内の異物撤去及び、洗浄工程とする。人件費と燃料代等を見込み、2600

ソモニ/ヶ所とする。使用機材は日本から供与する機材・工具を使用する。 

（3） ポンプ据付費 

ハンドポンプは国内産品を使用する。水中ポンプはロシア製を使用する。 

表 8.4 ポンプ据付費単価 

ポンプ種類（揚水量） 単価（ソモニ/基） 備 考 

ハンドポンプ 4,400  

5 L/ｓ 13,800 機械、制御盤を含む 

10 L/s 16,600 同上 

15 L/s 22,100 同上 

20 L/s 27,600 同上 

25 L/s 33,100 同上 

水
中
ポ
ン
プ 

30 L/s 38,600 同上 

（4） ポンプ小屋建設、変圧器設置費 

ポンプ管理棟、変圧器は既存設備が使用できない場合に設置する。変圧器は｢タ｣国製とする。 

表 8.5 表建設・設置単価 
工 種 単価（ソモニ/基） 備 考 

ポンプ小屋 27,600 レンガ積み 

変圧器 21,000 屋外型 
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